
建
築
基
準
法
で
は
、
特
定
行
政
庁

が
指
定
し
た
幅
員
１
・
８
メ
ー
ト
ル

以
上
幅
員
４
メ
ー
ト
ル
未
満
の
狭
い

道
路(

二
項
道
路)

に
接
す
る
敷
地
に

建
物
を
建
築
す
る
場
合
、
道
路
中
心

線
か
ら
２
メ
ー
ト
ル
後
退(

水
路
な

ど
が
あ
る
場
合
は
後
退
方
法
が
異
な

り
ま
す)

し
た
位
置
を
道
路
の
境
界

線(

後
退
線)

と
し
、
建
築
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
二
項
道
路
で
あ
る
市
道

を「
狭
あ
い
道
路
」と
し
て
、
後
退
線

と
現
在
の
道
路
境
界
線
と
の
間
の
土

地(

後
退
用
地)

を
、
そ
の
部
分
の
土

地
所
有
者
の
皆
さ
ん
に
協
力
を
お
願

い
し
て
市
に
寄
付
し
て
い
た
だ
き
、

市
が
道
路
と
し
て
整
備
し
、
管
理
し

て
い
き
ま
す
。

「
後
退
用
地
」を
寄
付
し
て
い
た
だ

い
た
場
合
に
は
、
そ
の
面
積
に
応
じ

て
報
奨
金
を
交
付
し
ま
す
。

ま
た「
す
み
切
り
用
地
」の
寄
付
に

つ
い
て
も
報
奨
金
を
交
付
し
ま
す
。

狭
あ
い
道
路
に
接
し
て
建
築
行
為

な
ど
を
す
る
場
合
は
、
建
築
確
認
申

請
提
出
前(

お
お
む
ね
２
カ
月
前)

に
、

建
設
課
建
築
指
導
係
ま
で
後
退
用
地

の
取
り
扱
い
に
関
す
る
事
前
協
議
を

お
願
い
し
ま
す
。

ご
み
の
出
し
方
に
つ
い
て
は
、
次

の
項
目
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

○
ご
み
は
、
午
前
７
時
か
ら
８
時
30

分
ま
で
の
間
に
、
住
ん
で
い
る
地

区
の
決
め
ら
れ
た
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

に
出
し
て
く
だ
さ
い

○
ご
み
袋
に
は
、
必
ず
町
名
な
ど
と

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
番
号
を
記
入
し
て

く
だ
さ
い

○
収
集
日
以
外
は
絶
対
に
出
さ
な
い

で
く
だ
さ
い

○
多
量
の
ご
み
は
、
分
け
て
出
す
か

直
接
処
理
施
設
に
搬
入
し
て
く
だ

さ
い

○
事
業
所
や
営
業
所
の
ご
み
は
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
へ
は
出
せ
ま
せ
ん
。
直

接
搬
入
す
る
か
、
許
可
事
業
者
へ

依
頼
し
て
く
だ
さ
い

※「
家
庭
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
」や

「
保
存
版
　
家
庭
ご
み
の
分
け
方

・
出
し
方
」を
参
考
に
し
て
く
だ

さ
い

問
い
合
わ
せ

環
境
課
廃
棄
物
係

(

東
原
庁
舎
内)

1
内
線
７
７
３
７

３
へ
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◆面積当たりの報奨金額

市
で
は
狭
あ
い
道
路
拡
幅
整
備
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す

問
い
合
わ
せ
　
建
設
課
建
築
指
導
係
1
内
線
４
２
１
６
・
４
２
１
７
・
４
２
１
９

ご
み
を
出
す
と
き
は
マ
ナ
ー
を

守
り
ま
し
ょ
う

自
宅
に
パ
ソ
コ
ン
が
な
い
、
ま
た

は
あ
っ
て
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
で
き
な
い
人
な
ど
の
た
め
に
、
窓

口
で
申
請
手
続
き
を
す
る
と
自
分
の

年
金
記
録
を「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」で

確
認
で
き
ま
す
。

申
請
時
に
は
、
基
礎
年
金
番
号
が

分
か
る「
年
金
手
帳
」や「
ね
ん
き
ん

定
期
便
」な
ど
の
書
類
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
本
人
確
認
と
し
て
運
転
免

許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
顔
写
真
付

き
の
証
明
書
の
提
示
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
な
い
場
合
に
は
、
健
康
保

険
証
や
預
金
通
帳
な
ど
２
種
類
以
上

の
証
明
書
で
確
認
し
ま
す
の
で
、
忘

れ
ず
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
本
人
申
請
を
原
則
と
し
ま
す
の

で
、本
人
以
外
が
申
請
す
る
場
合
、

本
人
の
署
名
捺
印
入
り
の
委
任
状

を
用
意
し
て
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ

市
民
課
国
保
年
金
係

1
内
線
３
１
３
７
へ

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」の
サ
ー
ビ
ス
を

開
始
し
て
い
ま
す

市役所 123－2111524－5179 白沢支所 153－2111553－2188 利根支所 156－2111556－367411

年金から特別徴収された場合と口座振替により納付され

た場合の社会保険料控除の取り扱い

所得税と個人住民税における社会保険料控除は、後期

高齢者医療保険料および国保税の納付の方法によって適

用される人が変わります。年金からの特別徴収の場合は、

その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。口

座振替により保険料(税)を納付した場合は、実際に納付

した人の社会保険料控除として適用されます。

臓器提供意思表示と保護シール

保険証の裏面は臓器提供につ

いての意思を記載できるよ

うになっています。記入

した情報を保護するための

シールを市民課国保年金係に

て配布しますので、希望する人

はお越しください。

国民健康保険被保険者証が新しくなります
10月１日(土)

問い合わせ　市民課国保年金係1内線３１３４、白沢支所生活係

1内線３１、利根支所生活係1内線４１

月１日(土)から国民健康保険の被保険者証(保険証)が更新されます。現在の保険証は９月30日(金)まで

有効です。新しい保険証は９月下旬までに世帯主へ郵送します。郵送を希望しない場合は、市役所窓口

で交付しますので、９月９日(金)までにご連絡ください。

◆国保税を納めていない人には、納税相談を行った上で保険証をお渡しする場合があります

◆特別の事情もなく長期にわたり国保税を滞納している場合は、短期被保険者証、または資格証明書を交付し

ます(短期被保険者証は一般の保険証と同じ効力ですが、通常１年間の有効期間が６カ月間になります)

※資格証明書は、国民健康保険の被保険者であることの証明書で、医療費の自己負担割合が10割となります

◆表面 ◆裏面

10
区分

後退用地

20㎡以下の面積 ２万円

４万円

６万円

２万円

20㎡を超え40㎡以下
の面積

40㎡を超える面積

１カ所すみ切り用地

報奨金額

◆説明図

こ
の
事
業
は
、
幅
員
の
狭
い
生
活
道
路
を
拡
幅
す
る
こ
と
で
、
日
照
り
や
通
風
の
確
保
な
ど
の
良
好
な
住
環
境
保
持
の
ほ

か
、
災
害
時
に
お
け
る
避
難
経
路
や
消
防
車
・
救
急
車
な
ど
の
緊
急
車
両
の
通
行
の
確
保
、
火
災
の
延
焼
を
防
ぐ
な
ど
、
重

要
な
機
能
を
満
た
す
道
路
の
整
備
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。


